
番号 2

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 農林土木課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間 ２週間

　　　標　準　処　理　期　間 計 ２週間

審　査　基　準

【根拠法令等】
森林法

第１０条の８第1項　森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林（第二十五条又は第二十五
条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森
林を除く。）の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所
在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める
事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに
該当する場合は、この限りでない。
（８）　普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきも
ののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものに
つき伐採する場合

森林法施行規則

第１３条第１項　法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の
規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えな
いこととする。

森林法に基づく市町村の長及び都道府県知事の処分に係る審査基準等について（平成６年９月２９日6-7）

審査基準及び標準処理期間整理個表

自家用林の指定

農家等が所有する小規模な森林から自家用、営農用の用材等を採取し消費す
る場合、自家用林に指定する。

森林法(昭和26年法律第249号)

第10条の8第1項第８号

「森林法に基づく市町村の長及び都道府県知事の処分に係る審査基準等について」（平成６年９月２９日6-7）
に基づき審査する。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

※申請書の受付時に，指定決定の予定日を申請者にお知らせする。

森林所有者等 農林土木課

申請

指定

2週間

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


